
【NSW 州・NT】WA 州の新型コロナウイルス感染者発生を受けた入州時の対応 

 

【ポイント】 

●NSW 州政府は、１月２５日（月）以降にパース大都市圏等から NSW 州に入った場

合、新型コロナウイルス検査を受けた上で２月５日（金）の午後９時（NSW 州時間）ま

で、一部例外事由を除き自宅待機することを求めています。新型コロナウイルス検査

を受けない場合は、２月 14 日（日）午後 9 時まで自宅待機する必要があります。 

●NT政府はパース大都市圏等を感染多発地域に指定し、１月３１日（日）午後 7時半

以降に感染多発地域から NT に入州する人は政府指定施設にて強制隔離することを

義務としました（１人あたり費用２，５００ドル）。 

 

【本文】 

１ NSW州政府は、WA州パースにて新型コロナウイルスの変異種感染者が発生した

ことを受け、１月２５日（月）以降にパース大都市圏、Peel 地域、西オーストラリア南西

地域の感染多発地域から NSW州に入った場合、入州後４８時間以内に新型コロナウ

イルス検査を受けた上で２月５日（金）の午後９時（NSW 州時間）まで自宅待機するこ

とを義務としました。新型コロナウイルス検査を受けない場合は、２月１４日（日）午後

９時まで自宅待機する必要があります。自宅待機の例外事由として、買い物、教育、

運動、医療・ケア等が列挙されています。詳細は末尾のリンクでご確認ください。 

 

２ NT 政府はパース大都市圏、Peel 地域、西オーストラリア南西地域を感染多発地

域に指定しました。１月３１日（日）午後７時半以降、感染多発地域から NT に入州す

る人は政府指定施設にて強制隔離することを義務としました（１人あたり費用２，５００

ドル）。 

 

○NSW 州公式ウェブサイト 

（WA 州に関する公衆衛生命令） 

https://www.legislation.nsw.gov.au/file/Public%20Health%20%28COVID-

19%20Western%20Australia%29%20Order%202021.pdf 

 

○NT 政府公式ウェブサイト 

（パース大都市圏等を感染多発地域に指定） 

https://coronavirus.nt.gov.au/updates/items/2021-01-31-perth,-peel-region-and-

south-west-of-wa-declared-hotspots 

 

【在シドニー日本国総領事館】   
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※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録／読者登録に

登録されたメールアドレスに配信されております。     

  

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth      

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete      

  

※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au      

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au  


